
 

～弁護士の女房のつぶやき～ 

      「夏休み→セミ→3 回のごはん→仕事→逃げ場」 

☺夏になりました。そして、子どもたちは夏休みです。今年は特

に暑く、宮崎はまるで亜熱帯に属しているのかと思うほどです。日が落ちて夜

になってもまた朝になっても、むっとした熱がこもっています。そして、朝か

ら必死に鳴くセミの声が暑さに拍車をかけます。セミってなんであんなに一生

懸命にミンミン～となくのでしょう。7 年間も地中にいてやっと地上に現れたの

だから、もっとゆっくり鳴いて人生を楽しんだらいいのになぁ～と考えてしま

います。セミといえば、子どもが 3 歳くらいでやっとしゃべり始めたときに時

に、朝窓を開けていると、「セミがうるさいっ！！」と言い、皆で顔を見合わせ

て笑ったことがあります。「夏休み→セミ→3 回のごはん→仕事→逃げ場。」夏休

みは、子どもにとっては楽しみですが、子どもたち（当時は小学生が 3 人で一

番下が保育園）が小さいときは、朝・昼・夜の 3 回のご飯作りが大変でした。

そして、どこかに連れて行ってくれとせがまれる…。家で仕事をしている私は、

子どもに昼ご飯を作って別の部屋で仕事をしている時間が、子どもから離れら

れて、自分のことに没頭できて、最高の時間でした。仕事場は家庭からの逃げ

場だな～と思っていました。いや、子どもたちがかわいくないわけではありま

せん。が、ちょっと子どもから離れて冷静になり、リセットする時間が欲しか

ったのです。あの時からあっという間に時は流れて、今は、上の二人は家を離

れ、家の中は、高 3 と小 6 の子どもが 2 人。静かなものです。子育てはあっと

いう間。あの賑やかで忙しかった、子どもたちのご飯ばかりを作っていた夏休

みを懐かしく思い出します。  
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お知らせ 

事務所のＨＰがリニューアルしました。

ぜひ、ご覧ください。 

樫八重総合法律事務所 検索 
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朝からじりじりと夏の日差しが照り付けています。今年の夏は例年に増

して暑いようです。花たちには暑い中綺麗に咲いてくれますが、水やり

が欠かせませんね。私たちの身体にも適度に水やりをして、この夏を元

気にのりきりたいものです。 
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    成年後見制度について 
 

成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能

力が不十分な人を法律的に保護・支援するための制度で、法定後見と

任意後見の二つがあり、任意の契約で依頼された方か、本人の親族が

後見人として選ばれる方法があります。これから数回にわたってこの

制度についてお伝えします。 

 

          

  

 

  成年後見制度    

   

  

 

 

法定後見制度について 

  本人の判断能力が衰えた後に家庭裁判所によって後見人などを選んで

もらう制度です。法定後見制度は、「後見」・「保佐」・「補助」の 3 つに分

かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じた制度が利用できます。 

  法定後見人制度は、家庭裁判所によってえらばれた成年後見人等（成

年後見人・保佐人・補助人）が、本人の利益を考えながら本人の代理と

なって法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与

えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消す、

などで本人を保護・支援していきます。 

  

任意後見制度について 

  任意後見制度は、本人の判断が充分なうちに、判断能力が衰えたとき

に備えて後見人を自分で選定し契約しておく制度で、後見人に、自分の

生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約

（任意後見契約）を公正証書で結んでおくというものです。そうするこ

とで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で

決めた事柄について、家庭裁判所が選ぶ「任意後見監督人」の監督のも

と本人の代理となって契約などの履行が可能になり、本人の意思に基づ

いた適切な保護・支援ができます。 

 

成年後見人などの選任について 

  成年後見人などは、本人のためにどのような保護・支援が必要かなど

の事情に応じて、家庭裁判所が選任します。本人の親族以外にも、法律・

福祉の専門家やその他の第三者、福祉関係の公益法人その他の法人が選

ばれることがあります。成年後見人などを複数選ぶこともできます。ま

た、成年後見人などを監督する成年後見監督人などが選ばれることもあ

ります。 

  なお、後見開始などの審判を申したてた人において特定の人が成年後

見人に選ばれることを希望していた場合であっても、家庭裁判所が希望

どおりの人を成年後見人などに選任するとは限りません。希望に沿わな

い人が成年後見人に選任された場合であっても、そのことを理由に後見

開始などの審判に対して不服申し立てをすることはできません。 

 

成年後見人などの役割について 

  成年後見人などは、本人の生活・医療・介護・福祉など、本人の身の

周りの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。しかし、成年

後見人などの職務は本人の財産管理や契約などの法律行為に関するも

のに限られていて、食事の世話や介護などは、成年後見人の職務からは

外れます。 

  また、成年後見人などはその事務について家庭裁判所に報告するなど

して、家庭裁判所の監督を受けることになります。 

 

 参考…「自分のために みんなの安心 成年後見制度」法務省 

ご存知ですか？ 

 

 

法定後見制度 

 

 

 

 

任意後見制度 

後見（判断能力が欠けているの

が通常の状態の方） 

保佐（判断能力が著しく不十分

な方 

補助（判断能力が不十分な方） 


